
皆さまの温かいご支援をお願いします。
寄附応募サイト

(ふるさとチョイス)
皆様からいただいた寄附金は、こども食堂を利用するこ
どもたちに、福岡県が誇る美味しい県産食材を届け、食
べてもらうことで、こどもたちの笑顔あふれる社会づく
りのため活用させていただきます。

※目標金額に集まらなかった場合も、集まった金額でこども食堂を支援いたします。
※今回の寄附に対して返礼品はお送りしておりませんのでご承知おきください。

[①クラウドファンディング型ふるさと納税][②企業版ふるさと納税]の同時募集

募集期間：①令和5年5月17日から令和5年 8月14日
②令和5年5月17日から令和5年12月28日 目標金額：800万円

福岡県福祉労働部こども未来課



寄附の方法：①ふるさとチョイスへアクセスし、必要事項を入力
※入力は法人として行ってください。

②下記お問い合わせ（福岡県総務部税務課企画係）
に連絡 後日、寄附の申込書をご提出いただきます。

税金の控除：寄附額全額が損金に算入されることにより、約３割の軽減
効果があり、企業の実質的な負担は約７割となります。

「福岡県こども食堂応援プロジェクト」寄附方法と税金の控除

寄附の方法：下記お問い合わせ（福岡県総務部税務課企画係）に連絡
後日、寄附の申し出書をご提出いただきます。

税金の控除：通常の損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合
わせて、最大で寄附額の約９割が軽減され、企業の実質
的な負担は約１割となります。

寄附の方法：ふるさとチョイスへアクセスし、必要事項を入力
税金の控除：寄附額のうち、２千円を超える部分について、一定の上限

まで、所得税やお住まいの自治体の個人住民税から控除さ
れます。

県外本社企業の方
（企業版ふるさと納税）

県内本社企業の方
（クラウドファンディング型ふるさと納税又は県へ直接寄附）

○１回あたり１０万円以上の寄附が制度の対象となります。
○寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

個人の方
（クラウドファンディング型ふるさと納税）

①②の
いずれか

【プロジェクト及びこども食堂に関すること】
福岡県福祉労働部こども未来課 居場所づくり係
ＴＥＬ：０９２‐６４３－３５７７
Ｍａｉｌ：komiraiibasyo@pref.fukuoka.lg.jp

【制度及び寄附の募集に関すること】
福岡県総務部税務課 企画係
ＴＥＬ：０９２‐６４３‐３０６３
Ｍａｉｌ：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

お 問 い 合 わ せ 先

寄附額

損金算入による

軽減効果
約３割

税額控除
※法人住民税+法人税（４割）
法人事業税（２割） ６割

企業負担

約１割

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附

寄附額

損金算入による

軽減効果
約３割

企業負担

約７割
通常の寄附

寄附額

※ 総務省ＨＰ 「ふるさと納税の仕組み」より

福岡県のこども食堂

福岡県内には281か所（Ｒ4.11月）のこども食堂があります。
貧困対策として広がっていったこども食堂ですが、現在では、それに留まらず、地域交流
や学習支援、体験活動など、こどもたちの居場所として重要な役割を担っています。

その活動は、多く方の善意で支えられており、運営にあたっては、食材や運営費、スタ
ッフの確保など課題も多く、安定・継続的に活動していくためには沢山の支援が必要です。

※こども食堂を直接支援したいとお考えの皆さまは「福岡県こども
食堂ネットワーク（092-502-8822）」までご連絡ください。

利用するこどもの声

子育てする大人の声


